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★「社保審」で介護保険の何が検討されているのか 
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「社保審」で介護保険の何が検討されているのか。

年末にかけての最大の課題は「処遇改善」 

報告：福原 秀一 
 去る6月に成立した「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」 には、

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」、「複合型サービス」等、新たな地域密着型サービスの創設が

盛り込まれました。また実態調査の結果で見直すという附帯決議を伴って介護療養病床の廃止期限を

2017年度末まで延長することなども決議されました。 

 10月13日に始まった介護保険部会では「社会保障・税一体改革における介護分野の検討課題」とし

て、①24時間対応の定期巡回・随時対応サービス、複合型サービス ②介護職員によるたんの吸引等の

実施 ③介護予防・日常生活支援総合事業の創設 ④サービス付き高齢者住宅の創設 ⑤医療と介護の

連携 と、23年度末で終わる介護職員処遇改善交付金の検討が挙がっています。 

 介護給付費分科会では、今後新登場のサービスを含めた各種サービスの基準・報酬や介護職員処

遇改善交付金部分を介護報酬に組み入れる方策が検討されることになりそうです。 

 介護給付費分科会で厚労省が揚げている課題と「たたき台」(※)を以下に示させていただきます。 

(1) 定期巡回・随時対応サービスについて 

・利用者の心身の状況に応じて、必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供（短時間の定期巡回

型訪問＋随時対応） 

・24時間の対応体制の確保 

・介護・看護サービスの一体的提供 

・人材確保、経営の安定化 

※公募指定の有効期間6年未満との制限はあるが、公募制が参入抑制とならないよう自治体に更なる歯

止め策が必要。初回の公募に応じられなかった事業者は結局参入できなくなるのではないか、さらに

「包括報酬払い方式」が採用された場合、従来の「出来高払い方式」に比べてサービス量が低下する

のではないか、などの懸念があるので、これを防止する歯止めが必要である。 

(2) 複合型サービスについて 

・利用者のニーズに応じて、通い、訪問介護、訪問看護及び宿泊のサービスを柔軟に提供  

・看護・介護サービスの一体的提供  

・人材確保、経営の安定化 

※複合型の事業者が小規模多機能型居宅介護と訪問介護を併設する場合、看護師の配置を兼務を認

めるが、利用者の数に応じて訪問看護事業と同様に人員を増強すべきである。訪問介護事業所と訪

問看護事業所が別事業所である「連携型」の場合は、連携する訪問看護事業所が小規模である場合

複数の事業所との連携を認めるべきである。 

(3) 介護予防・日常生活支援総合事業の創設について 

・介護予防サービスや配食・見守りといった日常生活支援サービスを総合的に実施できる介護予防・日

常生活支援総合事業を創設。事業の導入は市町村の判断に委ねる。 

※軽度者に対する生活援助サービスを切り捨てるステップだという批判と、本来地域支援事業が担うべ

きサービスが原点に戻るのだという賛否両論があるが、地域福祉の拡充という観点では財源が確保さ

  



れるという条件付きで許容できる。ただし、地域事情を踏まえて「新しい公共」の推進を通じたコンセン

サスの構築が不可欠である。 

(4) その他 

・介護サービス情報の公表制度の見直し、自治体による主体的な取り組みの推進なども変更になって

いる。 

処遇改善  「 介 護 職 員 処 遇 改善交付金 」 の 継 続 ？  介護報酬へ の 組み入 れ？ 

介護保険部会では、財源確保策を含む制度見直しを検討 

・介護納付金の総報酬割導入 ・給付の重点化 ・第1号保険料の低所得者保険料軽減強化 

介護給付費分科会では、各種サービスの基準・報酬と処遇改善を介護報酬で対応する場合の方策

を検討 

・報酬に確実に反映させる方策 ・キャリアアップを促進させる方策 ・人材確保に伴う経営改善効果 

※「交付金」を継続して欲しいという意見と、介護報酬に組み入れるべきだという意見があるが、本来は

介護報酬に含むべきである。ただし、交付金総額は介護職員のみを対象としたので、この交付総額

を報酬に組み入れても、その配布方法によっては減額になる対象者も出てくる。配布方法を拙速に

決めず今回は交付金を継続するのが得策である。 

紙幅の関係で論点を網羅できませんが、拙い「たたき台」をみなさまのご意見発信のきっかけにしてい

ただければ、幸いです。    

介護なんでも文化祭 10月23日（日）開催  

於：上智大学四谷キャンパス 
体育館で避難所・福祉避難所を再現、車座トークも 

恒例のはてなミュージアムは12号館5階 

（宅老所を全国に広める会の出展はこの階の⑨） 
 介護なんでも文化祭は、「市民の手で介護の文化を創ろう！」をスローガンに介護の先輩達と一般の

市民・NPO 等市民団体、企業・行政など様々な人達が知恵と情報を持ち寄り、交流する提案社会型の

手作りイベント。今年で第7回を迎えます。 

 介護に関わる様々な立場からの「情報」が集まる、市民誰もが主役の文化祭です。 

 参加料は500円 プログラム・「介護者の声」冊子 文化祭を継続開催するために入場の際にご協力お

願いします。 

講演「地域包括ケア」（厚労省老健局 川又振興課長）

12号館２階 ２０１号室 
「第7回市民発！介護なんでも文化祭」のチラシ、セミナー・フォーラムのご案内、会場案内図は下記アドレスをご覧く

ださい。http://www.seniornet.ne.jp/2011/10/post-113.html 
 

老後をみんなで考える」シンポジウム   
  開催日時 ：2011年10月22日（土）  １３時～１６時３０分   

会   場 ：山形市総合福祉センター ５階 ファーラ 

 内   容 ：「老後をみんなで考える」シンポジウム 

<基調講演> 

 演題：「介護現場の問題と介護保険法の改正」  市民協専務理事 田中尚輝 

 ≪報告・討論≫ 

 ★孤独化する高齢者（認知症）をどう支えていくか 

 ★介護現場の現状（介護施設）と保険法の改正を考える 

 ★保険適用外の福祉サービス活動の体験を通して思うこと 

http://www.seniornet.ne.jp/2011/10/post-113.html


 

お問合せ ： （社）山形県高齢者福祉支援協会 電話０２３－６２６－５５６６ 

 

イギリス視察報告 
 

 市民協の本年度の海外研修はイギリスでした。10月17日に全員元気で、帰国しました。これから随時 

イギリス視察報告を掲載していきます。第１回はボランタリーアクションです。（田中尚輝）
 

１０日には、VOLUNTARY ACTION LEWISHAM を訪問。ロンドン市レイシャム区のボラン

タリーアクションで日本のイメージで近いのは「区社協」「市社協」だ。組織としては似かよっている

が、その展開方法はかなり違う。 

 組織的には、NCVO＝ ボランティア活動の全国組織の１つ。 

 どのような活動をしているのかを説明してくれたが、１枚の A４のペーパーに図式として纏められ

ていた。そのポイントは次の通り。 

 「開発」は新しい事業やサービスの開発、「インフルエンス」は、我が団体の活動ができるだけ多

くの影響を及ぼすためにはどうするか、ということ。「コネクト」は、人と人あるいはモノを結びつけ、

より効果的な結果を作り出すこと。「デベロップメント」は、組織・グループを発展させていくこと。「キ

ャパシティビルディング」は、新しいグループや人たちを支援して発展させていく。 

 「マネジメント」については個別のボランティア団体への支援、職員募集などへの協力、また、お

金の確保の助言も行う。当然、情報提供も。公認会計士などの専門家を確保しているので、必要

にあわせて派遣する。 

 デベロップ ボランティア団体のリーダーのスキルを高め、自分で進んでいけるようなお手伝いを

する。全部が同じではないので、それぞれの特色を活かしながら、自立できるように応援していく。 

 例としていえば、個々の地区に住んでいている避難民がいる。その支援活動をしえいるが、アフ

ガン～来た避難民とソマリアからきた避難民では生活スタイルや思考方法が違う。その上に、ソマ

リヤから避難してきた人も出身の部族が違えば、大きな相違がある。こうしたことに対応しなければ

ならない。 

 青尐年援助、健康関係、社会福祉、また、区が図書館運営を受託。こうしたことはすべて相違の

上で活動を勧めなければならない。しかし、すべてに共通するのは上記に太字表記したポイント

であり、それを意識して進めている。 

 こうした活動に対しては自治体と政府からお金が出るが、最近はだんだんと厳しくなってきている。

政府資金は、戦略的に重要なことにしぼって支出するようになってきている。 

 目下、重点がおかれているのは、コミュニティディベロップメント。これについては、「問題点らしき

もの」話し合い、行動をおこすようにしている。問題の解決のためには、相互協力、コラボレイション

が重要だ。 

政府は新しい方向性に対して資金を出す。フロントサービスといっているが、個人へのサービス 

精神医療、放課後倶楽部 学校でうまくいっていない子どもへの支援、ホームレス、麻薬、高齢者

へのコミュニティケア推進などだ。 

 これは日本では湯浅誠さんが中心になって推進している【パーソナルサービス】で、個人の特性

に応じたきめ細かな支援をしていこうというものだ。 

 VOLUNTARY ACTION LEWISHAM の年間予算は、７００，０００￡、日本円では９０００万円

程度。１３人の有給職員がいるが、財政難であり、数年前から小さくなっている。 



 この収入の約５０％自治体から、他にはチャリティ用「宝くじ」益金から。ただし、政権が保守党に

変わり、宝くじのお金をボランタリーセクターやチャリティにまわすことを政府は止めた。保守党政

権は私たちのマインドを理解していない、と感じている。 

 どうも政府は、企業的な手法により、非営利の世界を運営するべきだと考えているようだ。これま

でのパターンは終わり、と考えているようで、来年からどうなるか心配だ。 

 以上のような話をしてくれた。日本の社協との決定的な相違点は行政の子分になっておらず、自

分の頭で考えていることだろう。ことに個々の事業への取り組みについて、全てを戦略的に、関連

させて発展させようとしていることには、日本の NPO注目しなければならないし、学ぶことも多い。 

 

市民協主催研修認定ＮＰＯ法人推進講座 

～今こそ認定ＮＰＯ～ 
認定ＮＰＯ法人を取得するための手順をわかりやすく解説いたします！新寄付税制と

NPO 法改正が行われ、NPO をとりまく環境が大きく変化しました。認定取得をお考えの方、

ご興味がある方、この機会にぜひご参加ください 

【日 時】２０１１年１２月 7日（水）  13:00～17:00  

第1部 13:00～14:45  新寄付税制と改正 NPO法の概要と理解のポイント 

第2部 15:00～16:30  認定 NPO申請にむけた対策と申請手続きについて 

6:30～17:00  質疑・応答  
 

【場 所】日本女子会館4Ｆ 市民協会議室 

【定 員】先着 ２５名 …… 受講が確定しましたら「受講票」をお送りいたしますの

で、当日受講料をお支払いください。 

【講 師】柱山 歩 氏 （税理士、NPO 会計税務専門家ネットワーク、社会保険労務士） 

【受講料】5,000円   

お申込みはこちらから・・・・http://www.seniornet.ne.jp/2011/10/2011127.html 

 

あったかじゅうたんを贈ろう！！ 

キャンペーン 

ご寄付ありがとうございます。 
ＷＡＣまごころサービスみやぎ 100,000円、定永嘉代子 20,000、 ゆたたり 10,000円、 

ホームひなたぼっこ 50,000円、寺子屋ミニデイサービスの会 15,000円、 

パーソナルケアサービスみもざ 40,000円、愛コープ港北 10,000円 

宮城一万人市民委員会 10,000円、早川能子 10,000円 

合計金額 256,000円 

【募金の種類】   
１ 寄付したい個人 ・・・ １口 5,000円 何口でも 

２ 寄付したい企業 ・・・ １口50,000円 何口でも  

３ 寄付したい市民団体・NPO・自治会 ・・・ １口10,000円 何口でも 

【寄付金の入金先】 

七十七銀行 高森支店 普通預金 ５３４８４５５ 

 特定非営利活動法人 市民福祉団体全国協議会  理事近藤明美 

http://www.seniornet.ne.jp/2011/10/2011127.html


・・・・FAX ０３－６８０９－１０９３ 「あったかじゅうたんキャンペーン」申込み・・・ 
・団体名 

〔                                                     〕 

・住  所 〔〒                                                                    〕 

・氏  名 〔                      〕            ＊振込予定日 〔    月   日〕 

・個人・企業・団体として 【（           ）円を（     ）口】 =  (                  円)   

・連絡先 TEL：                 FAX：                  

 Email： 

・メッセージ  

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

台風12号、15号被災お見舞金状況報告 
≪新規分≫ 

生活クラブ 50,000、池田徹 20,000 

≪既存分≫ 

創健会 多湖光宗 50,000 、 

丹後福祉会 10,000、 ひだまり 10,000、ふれあいネットまつど 13,282 

マキノマサコ 10,000、小川泰子50,000、ミノダカズミ 3,000 

（個人の方々のお名前表記カタカタ掲載させていただきました。ご連絡いただきましたら次号より

漢字にて掲載いたします。ご連絡お願いいたします。） 

≪仙台のおひさまくらぶ近藤さんより物資支援≫ 飲料水、１リットルのものが２４０本 

ささえ愛山元 10,000久留米たすけあいの会 50,000、三上安弘 50,000 

全国老人給食協力会 10,000、平野覚治 10,000、奈良環 10,000、西田京子 50,000、たすけあ

い佐賀 100,000、ぐるーぷ藤 50,000、福原秀一 30,000、市民協本部100,000 

 

台風12号15号災害支援金総額 686,282円＋飲料水 
 

送金状況 
思いやり支援センターくまの 、三重福祉ネットワーク、のんびーりすみちゃんの家 

送金合計600,000（10月6日現在） 
 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

寄付のご協力をお願いします。 

 東日本大震災支援金は、下記へ 
市民協 東日本災害支援 支援金口座  

送金先 ：三井住友銀行 浜松町支店   

（普通）９１０１１７１ 口座名 特定非営利活動法人 市民福祉団体全国協議会 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 



自動車保険は、全労済のマイカー共済へ！ 

  「頼れる補償、大きな安心」をお届けします。 
 ご希望の補償内容に沿った見積もりをいたしますので まずは市民協にご連絡を！          

福祉有償運送車両に対して、全労済のマイカー共済は補償が適用されます。 

（有償による輸送で使用する自家用自動車について保障を広げていますので、ご加入い

ただけます。）   

  資料請求・掛金のお見積りを希望の方は 

   こちらから ⇒ http://www.seniornet.ne.jp/2011/10/post-121.html 

見積り依頼書を FAX で市民協までお送りください。全労済から資料と見積書をお届け

します。  
 

 

 

.グランマリバーサイド立川 
高齢者賃貸住宅入居者募集中です！！  

 

 

 

詳細はこちらから・・・・・・・http://www.granma.jp/riverside-t/index.html 

 

★介護サービスさくら ★おもいやり支援センターくまの ★グリーンコープ ★ 

★たすけあい佐賀 ★全労済 ★宅老所を全国に広める会 ★ 

★一般社団法人 市民事業支援機構★ 

 

 

http://www.seniornet.ne.jp/2011/10/post-121.html
http://www.granma.jp/riverside-t/index.htm
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http://www.granma.jp/riverside-t/index.html

